






要約:昭和 41年の局長通知「母性・乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」改

訂試案作成のため、乳幼児健診のあり方について母子保健各分野から意見を求めた。対人

保健サービスが市町村に委譲されるので、それを前提にして見直しを行うこととした。要

点は、受診者主体の表現に、また古い用語や文章表現を、最近の言葉でわかりやすく直し、

また最近の疾病構造の変化等に対応して、「疾病」や「慢性疾患」の内容の整理を試みた。

さらに育児環境の変化に対応して、親子の様々なニーズに答えられるものにし、そして母

子相互作用の重視とともに父親の役割についても述べた。


